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監事監査報告書 

２０２１年５月１９日

一般社団法人 日本自動車連盟

代表理事（会長）藤井 一裕 殿

監事   田中 正繼       

監事   鈴木 雅文       

私たち監事は、２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの２０２０年度の理

事の職務の執行について監査を行いました。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

第９９条第１項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１ 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めると共に理

事会に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

また、会計監査人から、監査手続等の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持

し、かつ、適正に監査を行っていることを確認し、必要に応じて説明を求め、当該事

業年度に係る計算書類及びその附属明細書について検討いたしました。

２ 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告は、法令及び定款に従い、当連盟の状況を正しく示しているものと認め

ます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③ 事業報告に記載されている法人の業務の適正を確保するための体制に関する内容

は相当であると認めます。また、体制下の理事の職務執行についても指摘すべき事

項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認めま

す。

以 上
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